
日頃より，徳島県奨学金の返還にご協力いただき，厚くお礼申し上げます。
徳島県奨学金に関する手続きについて，改めてお知らせいたします。

１ 住所・電話番号が変わったとき
◯「氏名等変更届（様式第６号）」
を徳島県奨学金担当まで提出してください。

２ 氏名が変わったとき
◯「氏名等変更届（様式第６号）」
△「奨学金返還方法変更届（様式第１３号の２）」※返還用口座の名義を変更した方
を徳島県奨学金担当まで提出してください。

３ 返還方法・返還金額を変更したいとき
◯「奨学金返還方法変更届（様式第１３号の２）」
を徳島県奨学金担当まで提出してください。

なお，高校生への奨学金は，20年以内（大学の場合は15年以内）に奨学金の返
還が終了することが貸与条件になっています。この年数以内に奨学金の返還を完了
する必要がありますので，毎月の返還額を減額したい場合は，徳島県奨学金担当ま
でご相談ください。

４ 口座振替の利用，返還用口座の変更をしたいとき
県だけでなく，金融機関での手続も必要となります。
様式を送付しますので，徳島県奨学金担当までご連絡ください。
口座振替は，阿波銀行・徳島大正銀行・ゆうちょ銀行口座のみの対応となります。

【阿波銀行・徳島大正銀行の場合】
１．徳島県奨学金担当へ口座振替の利用（返還用口座の変更）をしたい旨を連絡。
２．送付された「徳島県奨学金償還金口座振替依頼書」を金融機関の窓口へ提出。
３．「徳島県奨学金償還金口座振替届出書（金融機関確認印押印済）」，
「奨学金返還方法変更届（様式第１３号の２）」を徳島県奨学金担当へ提出。

【ゆうちょ銀行の場合】
１．徳島県奨学金担当へ口座振替の利用（返還用口座の変更）をしたい旨を連絡。
２．送付された「自動払込利用申込書」をゆうちょ銀行の窓口へ提出。
３．「奨学金返還方法変更届（様式第１３号の２）」を徳島県奨学金担当へ提出。

５ 納入通知書を紛失したとき
再発行の上送付いたします。
徳島県奨学金担当までご連絡ください。



６ 進学などにより返還が難しいとき
◯「奨学金返還猶予申請書（様式第１４号）」
◯「在学証明書（写し不可）」
を徳島県奨学金担当に提出してください。返還猶予を受けることができます。
なお，猶予期間は１年間（年度末（３月）まで）です。毎年，定められた期限ま

でに，書類を提出してください。
ほかにも，失業・疾病等，やむを得ない理由により返還が難しい際は，返還猶予

を受けられる場合があります。徳島県奨学金担当までご相談ください。

７ 各種手続きに必要な主な書類について
奨学金の各種手続きに必要な主な書類については，次のとおりです。
この表に記載していない手続き等については，「徳島県奨学金の返還の手引き」

等でご確認いただくか，徳島県奨学金担当までお問合せください。
提出事由 提出書類

・奨学生，連帯保証人，保証人の住所， 氏名等変更届（様式第６号）
氏名，電話番号の変更があったとき

・連帯保証人又は保証人が死亡したとき 連帯保証人（保証人）変更届
・連帯保証人又は保証人に破産手続きの開 （様式第９号），
始の決定その他連帯保証人若しくは保証 印鑑登録証明書，
人として適当でない事由が生じたとき 所得証明書

・返還方法を変更するとき 奨学金返還方法変更届（様式第
（納付書払い，口座振替） 13号の２）

・割賦方法を変更するとき
（月賦，半年賦，年賦，一括） ※返還方法を口座振替へ変更する場

・返還額を変更するとき 合，返還用口座を変更する場合は，

・返還用口座の氏名が変わったとき 金融機関の窓口で手続きが必要に

・返還用口座を変更するとき なります。

・修学しており返還が困難な場合 奨学金返還猶予申請書（様式第
・疾病，失業，災害等により，返還が著し 14号），
く困難な場合 返還猶予の理由を証明する書類

８ 各種様式のダウンロード
最新の様式については，徳島県ホームページからダウンロードができます。
◇徳島県ホームページアドレス（URL） http://www.pref.tokushima.lg.jp/
（「奨学金 様式」で検索→『奨学金【様式集】』へ。）

９ 納入通知書の再発行等の電子申請
電子申請により，納入通知書の再発行や様式の送付の依頼，
問合せメッセージの送信をすることができます。
◇徳島県電子申請サービスアドレス（URL）
https://s-kantan.jp/pref-tokushima-u/

（「奨学金」で検索→『徳島県奨学金納入通知書再発行申込』へ。）

10 提出・問合せ先
徳島県教育委員会 生涯学習課 徳島県奨学金担当
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
電話番号 088-621-3132 ファクシミリ 088-621-2884


